
制 限 付 一 般 競 争 入 札 の 実 施 に つ い て （ 公 告 ）  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 柏 崎 市 有 財 産 （ 物 品 ） の 売 買 に つ い て 、 次 の と お り 制 限 付 一 般

競 争 入 札 を 行 う こ と と さ れ た の で 、 公 告 す る 。  

  令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ５ 月 １ １ 日  

 

              柏 崎 市 副 市 長  西  巻  康  之     

 

 

 

１  入 札 に 付 す る 物 品 及 び 予 定 価 格  

登 録 番 号  

（ 車 台 番 号 ） 

長 岡 ８ ０ ０ さ ６ ３ ０ ６  

（ Ｄ Ｖ Ｗ ４ １ － ０ ３ ５ １ ５ ０ ）  

車 名 ・ 型 式 ニ ッ サ ン  シ ビ リ ア ン ・ Ｕ Ｄ － Ｄ Ｖ Ｗ ４ １  

規 格 ・ 付 属 品 ・ 数 量

等  

⑴  小 型 バ ス （ 乗 車 定 員 ２ ６ 人 ） １ 台  

⑵  付 属 品 ： ノ ー マ ル タ イ ヤ 、 ド ラ イ ブ レ コ ー

ダ ー 、 Ｅ Ｔ Ｃ  

初 年 度 登 録 年 月 平 成 １ ８ 年 （ ２ ０ ０ ６ 年 ） ７ 月  

累 計 走 行 距 離 
５ ７ ， ３ ５ ５ ｋ ｍ  

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ４ 月 末 現 在  

車 検 満 了 日 令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ７ 月 ２ ７ 日  

自 賠 責 保 険 満 了 日 令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ７ 月 ２ ８ 日  

予 定 価 格  

（ 最 低 売 却 価 格 ）  

()内は入札書比較予定価格  

２ ５ ５ ， ２ ０ ０ 円  

（ ２ ３ ２ ， ０ ０ ０ 円 ）  

 

 

 

 

 

 



２  入 札 参 加 資 格 の 制 限   

⑴  入 札 に 参 加 す る 者 は 、 令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 度 物 品 入 札 参 加 資

格 者 で 、次 に 掲 げ る い ず れ の 要 件 も 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。 

  ア  対 象 業 種 が 、 車 両 ・ 船 舶 類 （ 消 防 車 両 を 除 く ） － バ ス （ ０ １

６ － ０ ０ ３ ）  

  イ  柏 崎 市 内 に 本 社 若 し く は 本 店 又 は 支 店 等 事 業 所 が 所 在 す る  

 ⑵  次 に 掲 げ る 者 は 、 前 号 の 要 件 を 満 た し て い て も 、 入 札 に 参 加 す  

  る こ と が で き な い 。 ま た 、 代 理 人 と し て も 参 加 す る こ と が で き な  

  い 。  

  ア  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 。 以 下 「 号 」 と    

   い う 。） 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 す る 者  

  イ  令 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で 、 そ  

   の 事 実 が あ っ た 日 か ら ３ 年 が 経 過 し て い な い も の  

  ウ  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年  

   法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 及 び 同 条 第 ６ 号  

   に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営 を 支 配 し て い

る 会 社 等  

  エ  市 有 車 両 購 入 希 望 者 登 録 票 及 び 上 記 に 該 当 し な い 旨 の 申 立 書  

   を 提 出 し て い な い 者  

３  事 前 説 明 会  

  当 該 物 品 の 説 明 会 を 次 の と お り 実 施 す る 。  

  な お 、 事 前 説 明 会 に 参 加 せ ず に 入 札 に 参 加 す る 場 合 も 、 事 前 説 明  

 会 に お け る 説 明 事 項 に つ い て 了 知 し て い る も の と み な す 。  

⑴   入 札 説 明  

  ア  日 時  令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ６ 月 １ ６ 日 （ 火 ） 午 前 １ ０ 時  

  イ  場 所  柏 崎 市 消 防 本 部 ・ 署  ３ 階 講 堂  

⑵   物 品 案 内  

  ア  日 時  令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ６ 月 １ ６ 日 （ 火 ） 入 札 説 明 終 了

後  

  イ  場 所  柏 崎 市 消 防 本 部 ・ 署  駐 車 場  

４  入 札 、 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

⑴   日 時  令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ６ 月 ３ ０ 日 （ 火 ） 午 前 １ ０ 時  



 ⑵  場 所  柏 崎 市 消 防 本 部 ・ 署  ３ 階 講 堂  

５  落 札 者 の 決 定  

  予 定 価 格 以 上 の 者 の う ち 最 高 金 額 の も の を 落 札 者 と し て 決 定 す る 。 

  な お 、落 札 者 と な る べ き 価 格 で 入 札 し た 者 が ２ 人 以 上 あ る と き は 、 

 く じ で 決 定 す る 。  

６  契 約 条 件  

  別 添 「 物 品 売 買 契 約 書 （ 案 ）」 に よ る 。  

７  入 札 保 証 金  

  免 除  

８  契 約 保 証 金   

  契 約 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ 以 上 の 金 額 と す る 。  

９  市 有 車 両 購 入 希 望 者 登 録 票 及 び 申 立 書 の 提 出 方 法  

  柏 崎 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら の ダ ウ ン ロ ー ド  

  柏 崎 市 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス  

  ≪ h t t p : / / w w w. c i t y. k a s h i w a z a k i . l g . j p≫  

1 0  市 有 車 両 購 入 希 望 者 登 録 票 及 び 申 立 書 の 提 出 方 法  

⑴   提 出 期 限  令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ６ 月 ２ ５ 日（ 木 ）午 後 ５ 時 ま

で  

 ⑵  提 出 方 法  直 接 持 参 と す る （ 郵 送 不 可 ）。  

 ⑶  提 出 場 所  柏 崎 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課  

 ⑷  提 出 部 数  

  ア  市 有 車 両 購 入 希 望 者 登 録 票 ２ 部 （ １ 部 は 受 付 印 を 押 印 し 、 購

入 希 望 者 に 返 却 す る 。）  

  イ  申 立 書 １ 部  

11  契 約 の 締 結  落 札 の 日 か ら １ ０ 日 以 内 と す る 。  

1 2  売 買 代 金 の 納 入  

  市 長 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 、 指 定 の 期 日 （ 契 約 締 結 の 日 か  

ら ３ ０ 日 以 内 ） ま で に 全 額 を 納 入 す る 。  

1 3  留 意 事 項  

 ⑴  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の  

１ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未  

満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。） 



 を も っ て 落 札 金 額 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税  

 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も

っ た 金 額 の １ １ ０ 分 の １ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る  

 こ と 。  

⑵  代 理 人 が 出 席 す る 場 合 は 、 委 任 状 を 提 出 す る こ と 。  

⑶  入 札 に 参 加 す る 資 格 の な い 者 の 入 札 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違

反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

⑷  郵 便 又 は 電 報 に よ る 入 札 は 認 め な い 。  

⑸  市 有 車 両 購 入 希 望 者 登 録 票 及 び 委 任 状 又 は 名 刺 の 提 出 等 、 事 前  

 説 明 会 に お い て 説 明 し た 所 定 の 手 続 を 入 札 開 始 時 刻 ま で に 終 了 し  

 な い 者 は 失 格 と し 、 入 札 に 参 加 す る こ と が で き な い 。 事 前 説 明 会  

 に お い て 説 明 し た 所 定 の 手 続 を 終 了 し た 場 合 で あ っ て も 、 入 札 開

始 時 刻 に 入 札 場 所 に い な い 者 も 失 格 と し 、 入 札 に 参 加 す る こ と が  

 で き な い 。  

⑹  物 品 の 引 渡 し は 、 代 金 納 入 後 、 当 市 保 管 場 所 に お い て 行 う 。  

⑺  購 入 者 側 の 負 担 に よ り 、 市 が 指 定 す る 文 字 や 装 備 品 を 消 去 若 し

く は 撤 去 ・ 処 分 す る こ と 。  

⑻  当 該 物 品 の 代 金 納 入 後 に 発 生 す る 必 要 経 費 （ 当 該 物 品 の 運 搬 費

用 、 自 賠 責 保 険 加 入 費 用 、 車 検 費 用 、 名 義 変 更 に 係 る 費 用 ほ か ）  

 及 び 危 険 負 担 に つ い て は 、 全 て 購 入 者 側 の 負 担 と す る 。  

1 4  そ の 他  

 ⑴  こ の 公 告 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 地 方 自 治  

  法 、 新 潟 県 柏 崎 市 財 務 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 規 則 第 ５ 号 ） 等 の 関 連 す  

  る 法 令 、 規 則 及 び 通 知 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑵  そ の 他 詳 細 不 明 の 点 に つ い て は 、柏 崎 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課（ ０

２ ５ ７ － ２ ４ － １ ３ ７ ２ ） に 照 会 す る こ と 。  


